
10

募

集

酒
類
販
売
管
理
協
力
員
募
集

　

関
東
信
越
国
税
局
で
は
、ス
ー
パ
ー
、コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、酒
販
店
な
ど
へ
の
買

い
物
の
機
会
に
お
酒
売
場
の
未
成
年
者
飲

酒
防
止
の
た
め
の
表
示
状
況
な
ど
を
確
認

し
、税
務
署
に
連
絡
し
て
い
た
だ
く「
酒
類

販
売
管
理
協
力
員
」を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

佐
渡
税
務
署　

総
務
課

　

☎
74
―
３
２
７
６
（
音
声
案
内
「
２
」）

相
　
談

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

★
面
談
方
式　

事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

５
月
21
日
㈪
～
25
日
㈮

　

午
後
１
時
～
５
時

市
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所

・…

土
地
や
建
物
の
売
買
、
贈
与
、
相
続
、

担
保
権
の
設
定
等
の
手
続
き

・…

金
銭
の
貸
し
借
り
、
借
地
・
借
家
等
の

ト
ラ
ブ
ル
の
申
し
立
て　

な
ど

　

そ
の
他
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※…

ご
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、お
受
け
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

司
法
書
士
会
佐
渡
支
部

　

☎
63
―
６
９
８
７

　
（
平
日
・
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る
無
料
相
談

★
面
談
方
式　

事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

５
月
21
日
㈪
～
25
日
㈮

　

午
後
１
時
～
５
時

市
内
の
各
土
地
家
屋
調
査
士
事
務
所

・
土
地
の
境
界
が
わ
か
ら
な
い

・…

宅
地
だ
が
、登
記
の
地
目
は
農
地
と
な
っ

て
い
る　

な
ど

　

何
で
も
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

土
地
家
屋
調
査
士
会
佐
渡
支
部

　

☎
52
―
６
２
５
２

　
（
平
日
・
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

お
知
ら
せ

「
火
葬
場
霊
柩
車
運
賃
補
助
金
」 

　

交
付
制
度
変
更
の
お
知
ら
せ

　

火
葬
場
を
利
用
さ
れ
る
際
の
霊
柩
車
運

賃
に
係
る
ご
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、

喪
主
の
方
に
霊
柩
車
運
賃
の
補
助
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
４
月
か
ら
交
付
制
度
が
変

更
に
な
り
ま
し
た
。

　

霊
柩
車
の
車
種
や
利
用
さ
れ
る
距
離
に

よ
り
金
額
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
補
助
金

額
や
手
続
き
な
ど
詳
し
く
は
、
火
葬
場
を

ご
予
約
す
る
際
に
窓
口
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。市

民
福
祉
部
環
境
対
策
課

　

施
設
管
理
係　

☎
63
―
３
１
１
３

寄
付
の
お
礼

　

当
市
に
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

①
現
金　
５
万
円

　

福
祉
の
向
上
の
た
め

　

一
柳
流
青
柳
会　

様

②
氏
名
住
所
の
み
公
表

　

株
式
会
社　

電
算
様（
長
野
県
長
野
市
）

①
に
つ
い
て

　

市
民
福
祉
部
社
会
福
祉
課

　

地
域
福
祉
係　

☎
63
―
５
１
１
３

　
②
に
つ
い
て

　

会
計
課　

☎
63
―
５
１
１
１

５月12日は 
「民生委員・児童委員の日」 
～広げよう 地域に根ざした 
　　　　　　　  おもいやり～
　大正６年５月12日に誕生した民生委員制度
は、昨年100周年を迎えました。
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から
委嘱され、地域の身近な相談相手として、生活
上の悩み事や心配事の相談・支援や行政機関
等へのつなぎ役としてボランティアで活動して
います。
　市では、217人の委員が活動しており、お住
まいの住所によって担当委員が決まっています。
　また、子育て支援や児童健全育成活動を専
門的に担当する主任児童委員もいます。
　民生委員法により守秘義務があり、相談の
内容や個人の秘密は固く守るよう義務づけら
れていますので、安心してご相談ください。
※…担当委員については、市役所社会福祉課または、
各支所・行政サービスセンターにお問い合わせ
ください。

市民福祉部社会福祉課
　地域福祉係　☎６３―５１１３

民生委員制度創設
100周年
シンボルマーク

市報さど　平成30年5月号


